
別表（第 12 条関係） 
 

返 還 金 額 の 基 準 最 低 年 賦 額 
 

償  還  総  額 基準最低年賦額 

１２０，０００円以下     １２，０００円 

１２０，００１円から      ２４０，０００円まで    ２４，０００円 

２４０，００１円から      ３６０，０００円まで       ３６，０００円 

３６０，００１円から    １，３２０，０００円まで   １３２，０００円 

１，３２０，００１円から  １，４４０，０００円まで   １４４，０００円 

１，５６０，００１円から  １，９２０，０００円まで   １９２，０００円 

１，９２０，００１円から  ２，０４０，０００円まで   ２０４，０００円 

２，０４０，００１円から  ２，１６０，０００円まで   ２１６，０００円 

２，１６０，００１円から  ２，５２０，０００円まで   ２５２，０００円 

２，５２０，００１円から  ２，６４０，０００円まで   ２６４，０００円 

２，６４０，００１円から  ２，７６０，０００円まで   ２７６，０００円 

 
様式 略 


